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農
業
委
員
会
委
員
と
農
業
者
等
と
の 

 
 

 

意
見
交
換
会
を
開
催
し
ま
し
た 

 
 
 
 
 

 

（
令
和
二
年
一
月
二
十
九
日
） 

 

認
定
農
業
者
や
農
業
組
合
、
大
津
朝
市
グ
ル
ー
プ
な
ど
の
農
業
従
事

者
、
滋
賀
県
及
び
レ
ー
ク
大
津
農
業
協
同
組
合
な
ど
の
皆
さ
ん
に
お
集

ま
り
い
た
だ
き
、
農
業
を
取
り
巻
く
課
題
等
に
つ
い
て
、
農
業
委
員
及

び
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
と
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。 

意
見
交
換
を
行
う
前
に
農
業
経
営
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
西
村
紳
一
郎
氏

か
ら
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
・
こ
れ
か
ら
の
農
業
を
考
え
る
」
と
題
し
て
、

講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
西
村
氏
は
平
成
二
十
一
年
十
一
月
に

「
農
事
組
合
法
人
ぐ
っ
ど
・
は
ー
べ
す
と
」（
東
近
江
市
横
山
町
）
を
設

立
し
初
代
理
事
長
に
就
任
。
地
域
農
業
を
守
る
た
め
に
地
域
の
活
性
化

を
目
指
し
、
高
齢
者
は
楽
し
く
、
若
い
人
は
や
り
が
い
を
持
っ
て
農
業

に
関
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
集
落
一
農
場
方
式
の
集
落
営
農
組
織
を
運

営
。
特
に
若
手
の
育
成
に
は
工
夫
を
凝
ら
し
て
、
地
域
の
農
業
を
維
持
・

発
展
で
き
る
よ
う
次
代
を
見
据
え
た
法
人
経
営
に
取
り
組
ま
れ
ま
し

た
。 西

村
氏
は
、「
土
地
改
良
を
契
機
に
地
域
で
の
受
け
皿
を
作
る
。
こ
の

土
地
の
農
業
を
ど
の
よ
う
に
残
す
の
か
。
農
村
集
落
を
ど
う
存
続
さ
せ

る
の
か
。
地
理
的
条
件
の
良
し
悪
し
で
は
な
く
、
高
齢
化
や
若
い
人
が

流
出
す
る
中
で
ど
う
や
っ
て
い
く
の
か
。
①
完
全
な
協
業
（
組
合
に
利

用
権
設
定
）
②
労
力
の
出
力
が
条
件
③
一
反
あ
た
り
の
出
資
金
等
。
将

来
に
亘
っ
て
地
域
農
業
を
守
る
た
め
、
営
農
部
が
作
付
け
等
を
集
中
管

理
し
、
営
農
部
の
指
示
に
従
う
。
み
ん
な
で
作
業
（
基
幹
作
業
・
水
管

理
・
畦
畔
の
草
刈
り
）
を
す
る
の
は
大
変
だ
。
ど
う
や
っ
て
収
益
を
上

げ
る
か
、
効
率
を
考
え
な
い
と
配
分
で
き
な
い
。
役
員
六
人
の
任
期
は

二
年
、
次
期
は
全
員
代
わ
る
。
月
一
回
集
ま
っ
て
会
議
、
あ
と
は
ラ
イ

ン
で
協
議
す
る
。
住
む
人
が
農
業
を
負
担
と
感
じ
ず
に
い
ら
れ
る
よ
う

に
、
住
ん
で
良
か
っ
た
と
言
え
る
地
域
に
す
る
。
専
従
者
の
所
得
保
障

を
す
る
。
子
ど
も
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
な
集
落
づ
く
り
を
し
て
い
く

こ
と
が
大
事
だ
。」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。 

 

出
席
者
六
十
八
名
が
五
班
に
別 

れ
て
、
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。 

「
高
齢
化
、
後
継
者
不
足
だ
。」 

「
六
十
五
歳
以
上
が
多
い
が
、
獣 

害
対
策
講
習
会
を
年
三
回
行
い
、 

放
棄
地
を
な
く
す
よ
う
頑
張
っ
て 

い
く
。」「
市
街
化
区
域
内
農
地
は 

固
定
資
産
税
が
高
す
ぎ
る
。」「
無 

農
薬
大
豆
等
、
良
質
の
物
を
ほ
し 

が
る
人
は
い
る
。」「
圃
場
が
整
備 

さ
れ
て
も
後
継
者
は
一
番
大
き
な 

問
題
だ
。」「
プ
ラ
ン
を
率
先
し
て 

引
っ
張
る
人
が
い
な
い
。」「
新
規 

就
農
者
に
下
限
面
積
五
反
縛
り
が 

あ
る
の
で
厳
し
い
。」
等
の
意
見 

が
出
ま
し
た
。 

「
人
と
農
地
の
問
題
」
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
ょ
う 

 

各
班
か
ら
多
数
意
見
が
あ
っ
た
よ
う
に
「
後
継
者
・
担
い
手
の
育

成
確
保
」
が
最
重
要
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
農
業
委
員
会
で
は
「
次

の
世
代
が
農
業
に
従
事
で
き
る
環
境
づ
く
り
」
の
た
め
に
、「
地
域

の
皆
さ
ん
が
、
地
域
の
農
地
利
用
を
地
域
全
体
で
考
え
る
こ
と
は
、

非
常
に
重
要
な
こ
と
」
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
、
大
津
市
や
レ
ー
ク

大
津
農
業
協
同
組
合
な
ど
の
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、
「
人
・
農
地

プ
ラ
ン
」
の
作
成
な
ど
地
域
で
の
話
し
合
い
を
促
進
し
て
い
く
こ
と

に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
地
域
の
中
心
と
な
る
経
営
体

を
誰
に
す
る
の
か
、
中
心
と
な
る
経
営
体
に
ど
の
よ
う
に
農
地
を
集

約
す
る
の
か
、
中
心
と
な
る
経
営
体
以
外
の
農
業
者
の
役
割
を
ど
う

す
る
の
か
、
地
域
全
体
で
話
し
合
っ
て
農
地
を
守
り
ま
し
ょ
う
。 

～
ま
ず
は
、
遊
休
農
地
に
し
な
い
こ
と
が
大
事
で
す
～ 
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大津市農業委員憲章（抜すい） 
大津市農業委員は 

一 農業・農村・農業者の代表者として、新基

本法農政の推進に努め、市民の期待と信頼

に応えます。 

一 食料の自給率向上のため、適正な農地行政

に努め、優良農地の確保と効率利用を進め

ます。 

一 意欲ある担い手を育成確保し、望ましい農

業構造を実現するため、農用地の利用集積

と集団化に努めます。 
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